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(57)【要約】
【課題】操作性を維持しつつ、幼児などによって内容物
を取り出す容器本体の開口を容易に開放させないように
した蓋付容器を提供する。
【解決手段】本発明の蓋付容器は、有底筒状をなし、内
容物が収容される容器本体２と、容器本体にヒンジを介
して連結され、容器本体の開口を開閉する蓋体５と、蓋
体に第１弾性部材を介して接続され容器本体の係合孔１
５Ａに着脱自在に係合する係合突部６Ａをそれぞれ有す
る一対の係合部材と、少なくとも係合突部が係合孔に係
合された位置において蓋体をヒンジの回動方向に付勢す
る第２弾性部材と、を有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有底筒状をなし、内容物が収容される容器本体と、
　前記容器本体にヒンジを介して連結され、前記容器本体の開口を開閉する蓋体と、
　前記蓋体に第１弾性部材を介して接続され前記容器本体の係合孔に着脱自在に係合する
係合突部をそれぞれ有する一対の係合部材と、
　少なくとも前記係合突部が前記係合孔に係合された位置において前記蓋体を前記ヒンジ
の回動方向に付勢する第２弾性部材と、
　を有することを特徴とする蓋付容器。
【請求項２】
　前記係合突部が前記係合孔に係合される位置において、前記蓋体の天面が前記開口の端
部に一致する高さ又は前記開口の端部よりも低い位置に配置されることを特徴とする請求
項１に記載の蓋付容器。
【請求項３】
　前記係合突部の外側面における前記蓋体の閉方向前方側に、斜面部が形成されているこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の蓋付容器。
【請求項４】
　前記第２弾性部材が前記蓋体の裏面に立設された部材であるとともに、少なくとも前記
係合突部が前記係合孔に係合される位置において、前記容器本体の壁部内面に突き当てら
れて弾性変形し、前記蓋体を前記回動方向に付勢することを特徴とする請求項１から３の
いずれか１項に記載の蓋付容器。
【請求項５】
　前記容器本体の内壁面に、一対の前記係合突部を前記開口の端部から前記係合孔へ案内
する案内溝が形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の蓋
付容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓋付容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内容物が収容される容器本体と、容器本体に内装されると共に容器本体の取出孔を開閉
する板バネ部材と、を備え、板バネ部材に設けられた押しボタンを容器本体内に押し込む
ことによって、板バネ部材が弾性変形して上記取出孔を開放する容器が提案されている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－７０９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような容器では、板バネ部材の押しボタンを押し込むだけで容器本
体の取出孔が開放されるため、幼児などにこの取出孔を容易に開放させないようにするチ
ャイルドプルーフ機能を付与することが望まれている。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑み成されたものであって、操作性を維持しつつ、幼児などに
よって内容物を取り出す容器本体の開口を容易に開放させないようにした蓋付容器を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の蓋付容器は、有底筒状をなし、内容物が収容される容器本体と、前記容器本体
にヒンジを介して連結され、前記容器本体の開口を開閉する蓋体と、前記蓋体に第１弾性
部材を介して接続され前記容器本体の係合孔に着脱自在に係合する係合突部をそれぞれ有
する一対の係合部材と、少なくとも前記係合突部が前記係合孔に係合された位置において
前記蓋体を前記ヒンジの回動方向に付勢する第２弾性部材と、を有することを特徴とする
。
【０００７】
　この構成では、蓋体により開口を閉塞した状態において、一対の係合部材の係合突部を
容器本体の２箇所の係合孔にそれぞれ係合させて蓋体を固定するので、開口を開放するた
めには、２箇所の係合を解除しなければならない。これにより、幼児などによって開口を
容易に開放させないようにすることができる。
　その一方で、係合突部と係合孔との係合を解除すると、第２弾性部材の付勢力によって
蓋体が移動するため、その後の開放操作を容易に行うことができる。
　したがって、この構成によれば、操作性を維持しつつチャイルドプルーフ機能を付与さ
れた蓋付容器を提供することができる。
【０００８】
　前記係合突部が前記係合孔に係合される位置において、前記蓋体の天面が前記開口の端
部に一致する高さ又は前記開口の端部よりも低い位置に配置される構成としてもよい。
　この構成によれば、蓋体により開口を閉塞した状態において、蓋体と開口とが平坦、あ
るいは蓋体が一段下がって配置された状態になるので、蓋体に手指等を引っ掛けにくくな
る。これにより、蓋体を強引に開ける操作を困難にすることができ、チャイルドプルーフ
機能を強化することができる。
【０００９】
　前記係合突部の外側面における前記蓋体の閉方向前方側に、斜面部が形成されている構
成としてもよい。
　この構成によれば、開口を閉塞する際に、係合突部を容器本体の内側に入り込ませる操
作を円滑に行うことができるので、操作性に優れた蓋付容器とすることができる。
【００１０】
　前記第２弾性部材が前記蓋体の裏面に立設された部材であるとともに、少なくとも前記
係合突部が前記係合孔に係合される位置において、前記容器本体の壁部内面に突き当てら
れて弾性変形し、前記蓋体を前記回動方向に付勢する構成としてもよい。
　この構成によれば、蓋体を押し上げる構造を容易に形成することができる。
【００１１】
　前記容器本体の内壁面に、一対の前記係合突部を前記開口の端部から前記係合孔へ案内
する案内溝が形成されている構成としてもよい。
　この構成によれば、開口の閉塞操作において案内溝によって係合突部を確実に係合孔に
案内することができ、係合突部と係合孔とを確実に係合させた状態で開口を閉塞すること
ができるので、操作ミスにより蓋体が開きやすい状態になるのを防止することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、操作性を維持しつつチャイルドプルーフ機能を付与された蓋付容器が
提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に係る蓋付容器を示す斜視図。
【図２】蓋付容器の開放状態を示す斜視図。
【図３】蓋付容器のの断面図、正面図、及び拡大上面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　以下、本発明の実施の形態である蓋付容器について図面を参照しつつ説明する。なお、
以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするために縮尺を適宜変更
している。
　図１は、本実施の形態に係る蓋付容器を示す斜視図である。図２は、蓋付容器の開放状
態を示す斜視図である。図３（ａ）及び図３（ｂ）は蓋付容器の断面図である。図３（ｃ
）は蓋付容器の正面図である。図３（ｄ）は蓋付容器の要部を拡大して示す上面図である
。
【００１５】
　本実施形態における蓋付容器１は、図１から図３に示すように、内容物が収容される容
器本体２と、容器本体２にヒンジ３を介して一体に連結されるとともに容器本体２の開口
２Ａを開閉する蓋体５と、を備えている。容器本体２は、横断面が長方形状の有底四角筒
状をなしており、長方形状の底壁部１１と、底壁部１１の外周縁から上方に延設された四
角筒状の筒壁部１２と、を備えている。
【００１６】
　なお、本実施形態では、各図の説明において、容器本体２の底壁部１１の長辺に沿う方
向をＸ軸方向、底壁部１１の短辺に沿う方向（Ｘ軸に直交する方向）をＹ軸方向、容器本
体２の高さ方向（ＸＹ平面に直交する方向）をＺ軸方向とするＸＹＺ直交座標系を設定し
ている。またＺ軸に沿った二方向のうち、蓋体５側を上方、その反対側（底壁部１１側）
を下方とする。
【００１７】
　筒壁部１２は、底壁部１１の二長辺から立ち上がり、短辺方向（Ｙ軸方向）で互いに向
かい合う長方形状の一対の長辺壁部１３、１４と、底壁部１１の二短辺から立ち上がり、
長辺方向（Ｘ軸方向）で互いに向かい合う長方形状の一対の短辺壁部１５、１６と、を有
する。
【００１８】
　長辺壁部１４の上端部はヒンジ３を介して蓋体５に連結されている。短辺壁部１５、１
６の上端寄りの位置に、短辺壁部１５、１６を貫通する長円状の係合孔１５Ａ、１６Ａが
それぞれ形成されている。係合孔１５Ａ、及び係合孔１６Ａは、その長円形状の長軸が容
器本体２の高さ方向（Ｚ軸方向）に対して傾いた状態で形成されている。
【００１９】
　長辺壁部１３の内面には、図３に示すように、上記内面から突出し高さ方向（Ｚ軸方向
）に延びる凸条１３Ａが形成されている。凸条１３Ａの一方の端部は底壁部１１に達して
いるが、他方の端部は長辺壁部１３の上端よりも低い位置にある。凸条１３Ａの上側の端
面１３Ｂは、蓋体５を閉めたときに蓋体５と突き合わされ、蓋体５の容器本体２内への移
動を規制する突合面である。
【００２０】
　短辺壁部１５、１６の内面側には、各々円弧状に延びる案内溝１５Ｂ、１６Ｂが形成さ
れている。案内溝１５Ｂ、及び案内溝１６Ｂの一方の端部は開口２Ａに達しており、他方
の端部はそれぞれ係合孔１５Ａ、１６Ａと接続されている。案内溝１５Ｂ、１６Ｂの幅は
、長円状の係合孔１５Ａ、１６Ａの短軸長とほぼ同等である。
【００２１】
　蓋体５は、横断面が長方形状の有頂四角筒状をなしている。蓋体５は、長方形状の天壁
部２１と、天壁部２１の外周縁から下方に延設された四角筒状の側壁部２２と、を備えて
いる。
　側壁部２２は、長辺壁部１３、１４が向かい合う方向（Ｙ軸方向）で互いに向かい合う
長方形状の一対の第１周壁部２３、２４と、同様に短辺壁部１５、１６が向かい合う方向
（Ｘ軸方向）で互いに向かい合う長方形状の一対の第２周壁部２５、２６と、を有する。
第１周壁部２３の下端部が、ヒンジ３を介して容器本体２の長辺壁部１４の上端部に連結
されている。
【００２２】
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　第２周壁部２５、２６のそれぞれの下端部（天壁部２１側と反対側の端部）には、係合
部材６、７及びバネ部（第２弾性部材）８、９が形成されている。
　係合部材６は第２周壁部２５の下端部から延出された板状の弾性部材である脚部（第１
弾性部材）６Ｂと、脚部６Ｂの先端に形成されるとともに第２周壁部２５の外面側（Ｘ軸
方向の外側）に向けて突出する係合突部６Ａとを有する。係合部材７は、第２周壁部２６
の下端部から延出された脚部（第１弾性部材）７Ｂと、脚部７Ｂの先端に形成され第２周
壁部２６の外面側に向けて突出する係合突部７Ａとを有する。係合突部６Ａ、７ＡはＸ軸
方向の同軸位置に配置されている。
【００２３】
　係合突部６Ａ、７Ａは係合孔１５Ａ、１６Ａに対応する長円状であり、図１に示す閉塞
状態においてそれぞれ係合孔１５Ａ、１６Ａに係合される。
　係合突部６Ａ、７Ａはそれらの長円形状の長軸方向がヒンジ３を介した回動方向に沿う
ように配置されている。係合突部６Ａ、７Ａのそれぞれの外面における閉方向前方側（ヒ
ンジ３により蓋体５を閉塞位置に向けて回動させる方向の前方側）に、係合突部６Ａ、７
Ａを閉方向前方に向かって先窄まり状とする斜面部６Ｃ、７Ｃが形成されている。
【００２４】
　バネ部８及びバネ部９は、それぞれ第２周壁部２５、２６の下端部において係合部材６
、７よりヒンジ３側に形成されている。バネ部８、９は棒状の弾性体を略鉤形（略Ｓ形）
に屈曲させた弾性部材であり、図３（ａ）に示すように、蓋体５を閉塞状態としたときに
長辺壁部１４の内面側に突き当てられることにより弾性変形し、蓋体５に対してヒンジ３
回動方向の付勢力を付与する。
【００２５】
　以上の構成を備えた蓋付容器１を閉塞状態とするには、図２に示す開放状態から、蓋体
５をヒンジ３回りに回動させる。そうすると、蓋体５の係合突部６Ａ、７Ａが開口２Ａの
端部（短辺壁部１５、１６の上端部）に突き当たる。この状態からさらに蓋体５を開口２
Ａに押し込むと、係合突部６Ａ、７Ａの前方部分に斜面部６Ｃ、７Ｃが形成されているの
で、かかる斜面部６Ｃ、７Ｃの作用により脚部６Ｂ、７Ｂを円滑に変形させて係合突部６
Ａ、７Ａをそれぞれ内側へ変位させることができる。これにより係合突部６Ａ、７Ａを容
器本体２の内側に入り込ませることができる。
【００２６】
　その後、係合突部６Ａ、７Ａは、容器本体２の短辺壁部１５、１６の内面側に形成され
た案内溝１５Ｂ、１６Ｂ内を摺動し、係合孔１５Ａ、１６Ａへ案内される。そして、係合
突部６Ａ、７Ａが係合孔１５Ａ、１６Ａに達すると、脚部６Ｂ、７Ｂの弾性復帰力により
係合突部６Ａ、７Ａがそれぞれ外側へ変位し、係合孔１５Ａ、１６Ａに係合される。
【００２７】
　係合突部６Ａ、７Ａが係合孔１５Ａ、１６Ａに係合された状態において、蓋体５の第１
周壁部２４、及び第２周壁部２５、２６は、容器本体２の内側に収容される。また、第１
周壁部２４の下端部は長辺壁部１３の凸条１３Ａの端面１３Ｂに突き当てられる。これら
により天壁部２１は容器本体２の内部に入り込むことなく開口２Ａとほぼ同じ高さに保持
される。一方、蓋体５の第１周壁部２３は、長辺壁部１４と略平坦面をなす。
【００２８】
　次に、以上のような構成の蓋付容器１における開口２Ａの開口動作について説明する。
　閉塞状態の蓋付容器１では、蓋体５の天壁部２１の上面（天面）が開口２Ａと平坦に配
置され、係合突部６Ａ、７Ａが係合孔１５Ａ、１６Ａに係合されることにより、容器本体
２の開口２Ａを開放する動作が規制されている。
【００２９】
　そのため、容器本体２の開口２Ａを開放するためには、まず、図１の矢印Ａに示すよう
に、容器本体２側面の係合孔１５Ａ、１６Ａから露出している係合突部６Ａ、７Ａを押圧
する。これらの係合突部６Ａ、７Ａを押し込むと、脚部６Ｂ、７Ｂが弾性変形し、係合突
部６Ａ、７Ａが係合孔１５Ａ、１６Ａから離間するように容器本体２の内側へ向けて変位
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【００３０】
　このとき、閉塞状態の蓋体５は、バネ部８、９によりヒンジ３回動方向に付勢されてい
るため、係合突部６Ａ、７Ａを押し込むことにより係合孔１５Ａ、１６Ａとの係合が解除
されると、バネ部８、９の付勢力により蓋体５がヒンジ３回りに回動し、図１の矢印Ｂの
方向に押し上げられる。この押し上げ動作により、蓋体５は少なくとも半開状態となるの
で、蓋体５の第１周壁部２４の下端部等に容易に手指等を引っ掛けることができるように
なり、蓋体５を全開する等のその後の操作を行いやすくなる。
【００３１】
　以上のような構成の蓋付容器１によれば、２箇所の係合孔１５Ａ、１６Ａに係合突部６
Ａ、７Ａが係合することにより蓋体５のヒンジ３回りの回動動作が規制されており、２箇
所の係合を解除しなければ開口２Ａを開放することができない構成としたことで、幼児な
どに対して容器本体２の開口２Ａを容易に開放させないようにすることができる。
　また、蓋体５により開口２Ａを閉塞した状態において、蓋体５の天壁部２１の上面（天
面）と開口２Ａとが平坦であるため、蓋体５に手指等を引っ掛けにくくなっており、蓋体
５を強引に開けることも困難な構成とすることができる。
【００３２】
　その一方で、係合突部６Ａ、７Ａを押し込んで係合孔１５Ａ、１６Ａとの係合を解除す
ると、バネ部８、９の復帰力によって蓋体５が押し上げられ、容易に操作可能な状態とな
る。したがって、幼児などによって開口２Ａを容易に開放させない構成としつつ、開口２
Ａの開放操作性にも優れた構成とすることができる。
【００３３】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において種々の変更を加えることができる。
　例えば、閉塞状態において蓋体の天面と容器本体の開口とが平坦になるように配置する
場合について説明したが、蓋体の天面が開口よりも低く配置されるようにしてもよい。
　また容器本体及び蓋体の形状は、四角筒状でなく、他の形状であってもよい。脚部は、
係合突部を支持可能な構造であれば、棒状に限られず、他の形状としてもよもい。係合孔
は、係合突部の回動軌跡上の他の箇所に配設されてもよい。
　また第２弾性部材は蓋体にヒンジ回りの付勢力を付与できるものであれば形状や設置数
は特に限定されない。例えば、単純な棒状の弾性部材とすることもできる。また第２弾性
部材を１つのみ設けてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
　１…蓋付容器、２…容器本体、２Ａ…開口、３…ヒンジ、５…蓋体、６，７…係合部材
、６Ａ，７Ａ…係合突部、６Ｂ，７Ｂ…脚部（第１弾性部材）、６Ｃ，７Ｃ…斜面部、８
，９…バネ部（第２弾性部材）、１５Ａ，１６Ａ…係合孔、１５Ｂ，１６Ｂ…案内溝
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